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［事案 2020-10］三大疾病入院一時金支払請求  

・令和 2年 11 月 11 日 和解成立 

＜事案の概要＞ 

責任開始日から 90 日以内にがんと診断されたことを理由に特約が無効となり、入院一時金

が支払われなかったことを不服として、三大疾病入院一時金の支払いを求めて申立てのあった

もの。 

＜申立人の主張＞ 

平成 26 年 10 月に大腸がんと診断されたため、平成 26 年 9 月に三大疾病特約を付加して契

約した医療保険にもとづき入院一時金を請求したところ、責任開始日から 90 日以内にがんと

診断されていたことを理由として、三大疾病入院一時金が支払われなかった。その後、令和元

年 6 月に胃がんと診断されたため、再度、本契約にもとづき入院一時金を請求したところ、責

任開始日から 90 日以内にがんと診断されていることを理由として、三大疾病特約が無効とな

り三大疾病入院一時金が支払われなかった。しかし、平成 26年 10 月に三大疾病特約は無効と

されず、約 5 年間保険料を支払い続けていたので、三大疾病入院一時金を支払ってほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

生命保険契約は附合契約であり、約款にもとづいて判断されるため、申立人の請求に応じる

ことはできない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理を行った。なお、申立人は事情聴

取を希望しなかったため、事情聴取は行わなかった。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、保険会社より、事情を考慮した和解案の提示があり、裁定審査会において

検討した結果、これを妥当と認め、申立人に提示したところ、申立人の同意が得られたので、

和解契約書の締結をもって手続を終了した。 

 

 


